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かかりつけ⻭科医機能強化型⻭科診療所（か強診）

令和6年3⽉31⽇までに、外来環、か強診を取得していた保険医療機関等
については、それぞれ新たに設定された項⽬に移⾏するための準備期間として、

外安全、外感染と⼝管強について、令和7年5⽉31⽇までに
移⾏に際して不⾜する施設基準を取得するための経過措置
期間が設けられました。
※この資料は現時点において、いまだ「外来環」と「か強診」のままで届け出直しをされていない保険医療機関等に
対して、それぞれの項⽬について変更を⾏うための届け出直しを喚起するための内容となっています。

⻭科外来診療環境体制加算（外来環）

⻭科外来診療
安全対策加算
（外安全）

⻭科外来診療
感染対策加算
（外感染）

⼩児⼝腔機能管理料の注3に規定する
「⼝腔管理体制強化加算」

（⼝管強）

経過措置 経過措置

経過 措置
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外感染の施設基準には感染対策の要素が、
外安全の施設基準には医療安全の要素が含まれている

医療安全に関する事項
・偶発症に対する緊急時の対応、医療事故
対策等の 医療安全対策に係る研修を
修了した常勤の⻭科医師を1名以上配置

・患者にとって安⼼で安全な⻭科医療環境
の提供を⾏うにつき次の⼗分な装置・器具
等を有し、⾃動体外式除細動（AED）
を保有していることがわかる院内掲⽰

・診療における偶発症等緊急時に円滑な対
応ができるよう、別の保険医療機関との
事前の連携体制を確保

・⾒やすい場所に、⻭科診療に係る医療安
全管理対策を実施している旨の院内掲⽰

・⻭科ヒヤリ・ハット事例収集等事業に登録
もしくは、医療事故等を報告、分析その改
善を実施する体制を整備（外安全1）

・医療事故等を報告、分析その改善を実施
する体制を整備（外安全2）

感染対策に関する事項
・⻭科点数表の初診料の注１に係る施設
基準の届出

・⻭科⽤吸引装置等により、⻭科ユニット毎
に⻭⽛の切削時等に⾶散する細かな物質
を吸収できる環境を確保

外来環から外感染、外安全への体制変更について

旧 外来環には⻭科衛⽣⼠の配置が必須でしたが、
外感染１においてはその要件は撤廃されています。
外安全には医療安全管理者の配置、
外感染には院内感染管理者の配置が要件とされました︕

Point!!
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⻭科外来診療感染対策加算（外感染）について

外感染1 ⻭科衛⽣⼠がいなくても届出可
経過措置は、院内感染管理者の配置のみ︕

①初診料の注１に係る施設基準の届出
②⻭科医師が複数名⼜は⻭科医師1名以上配置されておりかつ、⻭科
衛⽣⼠若しくは院内感染防⽌対策に係る研修を受けたものが1名以
上配置されている事

③院内感染管理者の配置
④⻭科⽤吸引装置
⑤R07.6以降も算定予定の場合にはそれまでに届出直し

⻭科外来診療感染対策加算は、1から4まで種別があり、
1と2が⼀般診療所向け、3と4が病院向けとして設定されている。

外感染2 院内感染管理者の他、多数の経過措置が存在︕
①初診料の注１に係る施設基準の届出
②⻭科医師が複数名⼜は⻭科医師及び⻭科衛⽣⼠が1名以上配置
③院内感染管理者の配置
④⻭科⽤吸引装置
⑤感染経路別予防策及び施設基準を満たすための研修受講は必要
（１年に1回以上受講している⻭科医師の配置）
⑥新型インフルエンザ等感染症等の患者、またはその疑似患者に対して
診療受け⼊れが可能な体制の整備

⑦新型インフルエンザ等感染症等に係る事業継続計画（BCP）の策定
⑧新型インフルエンザ等感染症等に係る医科医療機関との連携体制の
整備

⑨年に1回、感染経路別予防策及び感染症に対する対策・発⽣動向に
等に関する研修の受講状況について地⽅厚⽣局⻑に報告すること

Point!!

外感染２は、経過措置期間中に追加で取得しなけれ
ばならない事項が多く、施設基準取得のハードルは⾼い
ため、取得の際には⼗分に留意してください︕

院内感染防⽌対策の要件を満たすための教材は⽇⻭HPに掲載中です
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⻭科医師⼜は⻭科衛⽣⼠以外の
研修受講の情報を記⼊・院内研修でOK

院内感染防⽌対策に係る院内研修⽤テキスト
⻭初診1、E-システムの応⽤でOK

フリーアーム・アルテオS等 １

⻭科医師・⻭科衛⽣⼠
以外でもOK

様式４ 外安全1、外感染1、2は共通の様式
※外感染１は、１、２、３、９、１０のみに必要事項を記⼊する

外感染1の届出様式の記⼊について

外感染１は、5項⽬の
記⼊のみでよいので
簡単ですよ︕（※）
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様式4
が経過措置項⽬に該当

※外感染と外安全を同時に届け出る際には、それぞれの項⽬ごとに
分けて届け出を⾏う必要があります。1枚の届出⽤紙で2項⽬を
同時に届け出ることはできないので、注意してください。

注意点
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⻭科外来診療医療安全対策加算（外安全）について

Point!!

外安全1 医療安全に係る管理者の配置や院内掲⽰の経過措置あり︕
①偶発症に対する研修を修了した常勤の⻭科医師を1名以上配置
②⻭科医師が複数名⼜は⻭科医師及び⻭科衛⽣⼠が1名以上配置
③医療安全管理者の配置（⻭科医師、衛⽣⼠以外の職種でも可）
④AED、パルスオキシメーター、酸素、⾎圧計、救急蘇⽣キット
⑤別の保険医療機関との事前の連携体制を確保
⑥⻭科ヒヤリ・ハットに登録もしくは、医療事故等を報告、分析その改善を
実施する体制を整備していること

⑦⻭科診療に係る医療安全対策に係る院内掲⽰（ウエブサイト掲載必須）
⑧R07.6以降も算定予定の場合には、それまでに届出直し

外安全を「新規」に取得する場合については、研修受講の必要があります︕
研修を受講する場合には⽇⻭のE-システムをご活⽤ください

【初診時】
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（新）⻭科外来診療医療安全対策加算1 12点
⻭科外来診療感染対策加算1 12点
⻭科外来診療感染対策加算2 14点

【再診時】
（新）⻭科外来診療医療安全対策加算1 2点

⻭科外来診療感染対策加算1 2点
⻭科外来診療感染対策加算2 4点

24点

4点

⻭科外来診療医療安全対策加算は、1と2の種別があり、
1が⼀般診療所向け、2が病院向けとして設定されている

外感染と外安全の算定例

衛⽣⼠さんがいなくても吸引装置があれば、
外感染１(12点)が算定できます

外感染、外安全の両⽅を届出すれば、
旧 外来環よりも増点になります︕
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⻭科医師・⻭科衛⽣⼠のほか、
医療安全対策に関する研修を受けた

スタッフなどでもOK

様式４ 外安全1、外感染1、2は共通の様式
※外安全１は、１、２、４、５、６、7、８に必要事項を記⼊する

外安全1の届出様式の記⼊について

外安全１は、
７項⽬の記⼊となります︕

（※）
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様式4

※外感染と外安全を同時に届け出る際には、それぞれの項⽬ごとに
分けて届け出を⾏う必要があります。1枚の届出⽤紙で2項⽬を
同時に届け出ることはできないので、注意してください。

が経過措置項⽬に該当

注意点

旧 外来環取得時に受講した研修の内容を
記載することでもOK

本登録が必要

院内感染防⽌対策に係る院内研修⽤テキスト
⻭初診1、E-システムの応⽤でOK（外感染1と同じ）



かかりつけ⻭科医機能強化型⻭科診療所（か強診）
(4) ⻭科訪問診療料の算定⼜は在宅療養⽀援

⻭科診療所１若しくは在宅療養⽀援⻭科
診療所２との連携の実績があること。

⼩児⼝腔機能管理料の注３に規定する
⼝腔管理体制強化（⼝管強）加算

（4）⼝腔機能管理に関する実績があること。

（5）次のいずれかに該当すること。

ハ 在宅⻭科医療に係る連携体制が確保されていること。

名称
変更
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⼩児⼝腔機能に係る研修要件追加

※E-システムにおける研修動画を新規追加

【経過措置事項】
①過去1年間に、エナメル質初期う蝕管理料⼜は根⾯う蝕管理料をあわせ
て12回以上算定

②在宅療養⽀援⻭科診療所1または2の施設基準に係る届出を⾏っていな
い診療所は、⻭科訪問診療料の注15に規定する届出を実施

③過去1年間に⻭科疾患管理料（⼝腔機能発達不全症⼜は⼝腔機能低
下症の管理を⾏う場合に限る。）、⻭科衛⽣実地指導料の⼝腔機能指
導加算、⼩児⼝腔機能管理料、⼝腔機能管理料⼜は⻭科⼝腔リハビリ
テーション料3をあわせて12回以上算定

④⻭科疾患の重症化予防に資する継続管理（エナメル質初期う蝕管理、
根⾯う蝕管理及び⼝腔機能の管理を含むものであること。）並びに⾼齢
者・⼩児の⼼⾝の特性及び緊急時対応等に関する適切な研修を修了し
た⻭科医師が1名以上在籍

イ ⻭科訪問診療料を算定していること。
ロ 在宅療養⽀援⻭科診療所
１、在宅療養⽀援⻭科診療所２⼜は在宅療養⽀援⻭科病院との

連携の実績があること。

か強診から⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）への体系変更

要件
緩和

連携体制の確保が追加され、訪問診療の実績要件が緩和され
ました︕④については⽇⻭のE-システムで研修を受講することが
できます︕
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⼝管強の届出様式の記⼊について

合計３０回以上
合計１２回以上

合計
12回以上

⻭科疾患管理料（不全症⼜は低下症病名）
⻭科衛⽣実地指料 ⼝腔機能指導加算、
⻭科⼝腔リハビリテーション料３が実績要件に加わる

い
ず
れ
か
に
該
当
で
可

連携が実績要件になる
地域⻭科医師会や

地域の在宅⼝腔ケアステーションで可

5回以上

様式17の2

5回
以上

9

が経過措置項⽬に該当

⻭援診の場合、様式の空⽩部分に「⻭援診届出済」、
届出受理番号か算定開始年⽉⽇を記載すれば、省略可能



⼝管強の届出様式の記⼊について

当該医療機関に、⻭科疾患の重症化予防に資する継続管
理（エナメル質初期う蝕管理、根⾯う蝕管理及び⼝腔機能
の管理を含むものであること。）、⾼齢者並びに⼩児の⼼⾝
の特性及び緊急時対応に関する適切な研修を修了した⻭科
医師が１名以上在籍していること。なお、既に受講した研修
が要件の⼀部を満たしている場合には、不⾜する要件を補⾜
する研修を受講することでも差し⽀えない

⽇⻭E-システムに研修⽤の動画を掲載しています︕

連携の取れている医科の医療機関に了解を取って記載
緊急時の連絡⽅法は電話等

様式17の2
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⼝管強の届出様式の記⼊について

当該担当医名、当該担当医の連絡先電話番号、診療
可能⽇、緊急時の注意事項等について、事前に患者⼜
は家族に対して説明の上、⽂書により提供していること

様式17の2

①〜④については
すべて1回以上の
算定実績が必要

⑤⑥は1年以内に該当する
会議への出席実績が必要

⑦⑧は3年以内に該当する研修を受講していることが
必要（疑義解釈通知）、修了証の写しを添付
当該研修の名称、実施主体、修了⽇及び修了者の
⽒名等を記載した⼀覧でも可

⽇⻭E-システムに研修⽤の動画を掲載しています︕
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旧 か強診であった医療機関の場合、5 で在宅連携の
医療機関であることを記⼊していれば、記載省略可能



⼝管強の届出様式の記⼊について

カルジオライフAED2100等
Pulse One PMP-100A/B等

酸素吸⼊器OX-500VDX 等
⾃院に設置してある製品名

フリーアーム・アルテオＳ等
アンビューバック・緊急薬品等

様式17の2

⾚字は⼀例
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１

１
１

１
１

１
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⼩機能・⼝機能の体系変更
⼩児⼝腔機能管理料 100点 60点 （-40点）
⼝腔機能管理料 100点 60点 （-40点）

⻭科⼝腔リハビリテーション料３の新設（１⼝腔につき）（※）
（新）１ ⼝腔機能の発達不全を有する18歳未満の患者の場合

50点 （⽉2回に限り）
（新）２ ⼝腔機能の低下を来している患者の場合

50点 （⽉2回に限り）

⻭リハ３(1)

⻭リハ３(2)

改定前
⼩児⼝腔機能管理料 100点
（⽉１回）

⼩児⼝唇閉鎖⼒検査
100点 ⾆圧検査140点

⼩機能の診断に、⾆圧検査が加わった

⼝管強の算定例など

改定前
⼝腔機能管理料 100点
（⽉１回）

or

⾆圧

⼝管強の⻭科医療機関で想定される算定パターン

改定後
⼩児⼝腔機能管理料 60点（⽉1回）
or
⼝腔機能管理料 60点（⽉1回）
⻭科⼝腔リハビリテーション料３ 50点
（⽉2回に限り）
⼝腔管理体制強化加算 50点

160 or 210点

⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）50点

⼝管強の⻭科医療機関は、
⼤幅な増点

⾆接触補助床（PAP）
新たに製作した場合2,500点 旧義⻭を⽤いた場合1,000点
に⼝腔機能低下症等の患者で発⾳・構⾳障害を有するものを追加
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（新） 根⾯う蝕管理料 30点 ⽉1回限り
（新） エナメル質初期う蝕管理料 30点 ⽉1回限り

改定前
1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根⾯う蝕に罹患している
患者の場合 110点

3 エナメル質初期う蝕に罹患している
患者の場合 130点

改定後

1 う蝕多発傾向者の場合 110点
2 初期の根⾯う蝕に罹患している
患者の場合 80点

3 エナメル質初期う蝕に罹患している
患者の場合 100点

I031 フッ化物⻭⾯塗布処置（1⼝腔につき）

根⾯う蝕管理料
・⻭科疾患管理料、⻭科特定疾患療養管理料を算定した患者

（65歳以上のものに限る。）
⻭科訪問診療料の算定患者で、初期の根⾯う蝕に罹患しているものが対象
当該う蝕の評価に基づく管理計画を作成しその内容について説明を⾏い、
⾮切削による当該う蝕の管理を⾏う場合に、⽉1回に限り算定可能。

・同⽇にフッ化物⻭⾯塗布または機械的⻭⾯清掃処置を⾏った場合は、
それぞれ別途算定可能。
・患者等に対し、説明した内容の要点を診療録に記載。

根C管

Ce管

⼝管強加算とう蝕の重症化予防の関係性

⼝管強を算定している医療機関では、

⼝管強加算として48点
が毎⽉算定

可能なので、改定前より増点です︕
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⼝腔管理体制強化加算（⼝管強）の⻭科医療機関

ライフステージに応じた⼝腔機能管理の推進（根C管、Ce管）

65歳以上または訪問診療の⽅に
対する初期の根⾯う蝕の管理は、
重症化予防のために必須です︕

改定後
根⾯う蝕F局 80点（3⽉1回）
根⾯う蝕管理料 30点
⻭清 72点
⼝管強加算 48点（各⽉1回）

【⼝管強】(230→150→150→230)
1ヶ⽉ ２ ３ ４
＋48 ＋150 ＋78 ＋120

改定前

根⾯う蝕 F局 110点 （3⽉1回）
⻭清 72点 （2⽉1回）

（182→０→72→110）
1ヶ⽉ 2   3     4

⻭清は、⼝管強を算定する患者であって、特に⻭清72点が必要と認められる
患者は毎⽉算定可(多剤服⽤患者、唾液分泌量の低下が認められるもの)

改定前
【か強診】 （廃⽌）
エナメル質初期う蝕

管理加算 260点
（⽉1回）

改定後

【⼝管強】 250点 （－10点）
初期う蝕F局 100点
エナメル質初期管理料 30点
⻭清 72点
⼝管強加算 48点（各⽉1回）
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付録 ⽇⻭E－システムで受講可能な項⽬（動画）⼀覧

⻭初診

⼝
管
強

外安全

⻭援診

オンライン
診療

視聴は簡単なので、是⾮⼀度ご覧ください︕

経過
措置
対応



付録 ベースアップ評価料（Ⅰ）〜 R7.1⽉からの簡素化様式の使⽤⽅法

17

・届出に関する基本事項
・算定に関する事項
・賃⾦改善に関する事項
を記載する

「別添」シートの記載情報が
⾃動で転記される。

⇒ チェック欄に するだけ

「別添」シートの記載情報が⾃動
で転記される。

⇒ 新たに記載する必要なし︕

1カ⽉の算定回数のみ必要
⑦〜⑩の初再診料等に何が含まれる
かは、記載上の注意を確認する
＊原則、直近1ヶ⽉間の初再診料の
算定回数の実績等を⼊⼒する
＊直近1カ⽉の算定実績が通常と⼤き
く異なる場合は、直近3カ⽉の平均算
定回数に代替するなど、適宜、合理的
な⽅法で算出して差し⽀えない

❼ 基本的に、
・算定を開始する⽉ 「令和7年4⽉」
・算定を終了する⽉ 「令和8年3⽉」

❾ 「０」を⼊⼒する

❿ ⾃動で計算した数値が表⽰される

直近1カ⽉間の実績（初・再診料等の算定回数）を⼊⼒

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）専⽤届出様式のシート構成

★令和7年4⽉から算定開始の場合★

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料の（Ⅰ）に関しては、
より多くの医療機関が算定できるよう、様式が簡略化されました

ここでは、簡略化された様式を⽤いた場合のベースアップ評価料（Ⅰ）の記⼊⽅法について例⽰します。



付録 ベースアップ評価料の賃⾦改善計画書の提出について

令和６年度でベースアップ評価料を算定していた医療機関は、
令和７年度でも引き続き同評価料を算定するためには、

令和７年度の施設基準（計画書）の届出が必要です （※）

注
意

※令和6年度における届け出の際、
・令和6年度（R7.3）までの1年度分、または
・令和7年度分（R8.3）までの2年度分
の計画書を届け出をされたいずれの場合でも、令和7年6⽉末⽇までに
計画書の届け出が必要になります。（ベア料（Ⅰ）（Ⅱ）共通事項）

令和7年度もベースアップ評価料（Ⅰ）のみを算定する場合

① 厚労省ベースアップ評価料特設ページより、（Ⅰ）専⽤の様式（エクセル）を⼊⼿

厚労省ベースアップ評価料HP

② エクセルの「届出書添付書類」を記⼊
届出種別を「計画書提出」に︕

届出書添付書類

③ 届出書添付書類と計画書を厚⽣局に提出

(Ⅰ)専⽤賃⾦改善計画書
（届出書は掲載略）

※賃⾦改善計画書は、②の届出書添付書類に必要事項を⼊⼒することで、⾃動的に⼊⼒されます。
令和7年度の計画書に記⼊する「賃⾦改善実施期間」は、「令和7年4⽉〜令和8年3⽉」です。

（例）

もしくは、

1年度で届出

2年度で届出

※記⼊⽅法は「記載例」をご参照ください

（※）



付録 ベースアップ評価料の賃⾦改善計画書の提出について

令和7年度もベースアップ評価料（Ⅱ）も算定する場合
① 厚労省ベースアップ評価料特設ページより、従来様式（エクセル）を⼊⼿（※）

※（Ⅱ）については、簡素化版の様式はありません

厚労省ベースアップ評価料HP

こちらを使⽤

② エクセルの「別添2」と「様式95」（※）「様式96」に必要事項を記⼊

③ エクセルの「別添」（⻭科診療所及びⅡを算定する有床診療所）に必要事項を記⼊

別添2
様式96

継続算定の場合には
選択不要（空欄で可）

賃⾦改善計画書

※記⼊⽅法は「記載例」をご参照ください

※「様式95」は、「様式96」を記⼊するために必要であることから、
あわせて提出が必要になる。

④ 「別添2」、「様式95」、「様式96」、「賃⾦改善計画書」の4点を厚⽣局へ提出

「計画書提出」
を選択

継続算定の場合には
「3⽉」を選択

ここでは様式95の掲載は省略。



付録 ベースアップ評価料の賃⾦改善報告書の提出について

記載例をもとに報告書を記⼊し、表紙とともに厚⽣局へ提出

⻭科外来・在宅ベースアップ評価料（Ⅰ）（Ⅱ）とも、
賃⾦改善 「報告書」 の提出もお忘れなく

令和6年度に同評価料を算定していた医療機関における、
報告書の提出期間は令和7年の8⽉中です （いわゆる8⽉報告）

ベースアップ評価料（Ⅰ） ベースアップ評価料（Ⅱ）

様式は共通、両⽅算定の場合でも報告書は1枚のみでOK︕

厚労省ベースアップ評価料HP

こちらを使⽤

賃⾦改善報告書

報告書表紙

※記⼊⽅法は「記載例」をご参照ください


